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館林市報道資料 令和 6 年 4 月 25 日 

表題 
館林市制施行７０周年・人権尊重都市宣言記念講演会を開催しま

す 

内容 

館林市市制施行７０周年及び人権尊重都市宣言を記念し講演会を開催

します。 

 

〇日時：令和 6 年 7 月 7 日（日）午後 2 時～3 時 30 分 

（午後 1 時 30 分開場） 

〇場所：館林市文化会館小ホール（館林市城町 3-1） 

〇講師：スマイリーキクチ氏（タレント） 

〇演題：「言葉の責任 ネットの被害者・加害者にならないために」 

     ～命の大切さ、人生の大切さ、あきらめない心～ 

〇対象：市内在住・在学・在勤のかた 

    未就学児入場不可 

〇定員：300 名（先着順） 

〇参加費：無料 

〇手話通訳 あり 

〇申込期間：5 月 10 日（金）～6 月 24 日（月） 

〇申込方法：事前予約制（電話 0276-47-5121 または市公式ＬＩＮＥ） 

本件の 

問合せ先 
市民協働課 市民相談係 0276-47-5121（直通） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0276-47-5121

「言葉の責任 ネットの被害者・加害者に 

ならないために」 
～命の大切さ、人生の大切さ、あきらめない心～ 

参加無料 ７ ７
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